
JP 5264574 B2 2013.8.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する読取手段と、
　ユーザからの前記読取手段による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手段と、
　前記読取手段が前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原稿の読
み取りを中断するまでに前記読取手段で生成された第１の画像データを記憶する記憶手段
と、
　前記記憶手段に記憶された第１の画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像
を、シート上に印刷する印刷手段と、
　前記読取手段により読み取った前記シート上の画像から前記識別情報を抽出する抽出手
段と、
　前記記憶手段に記憶された前記第１の画像データと前記読取手段により新たに原稿上の
画像を読み取って生成した第２の画像データとを、前記抽出手段で抽出した前記識別情報
に基づいて結合する結合手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する読取手段と、
　ユーザからの前記読取手段による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手段と、
　前記読取手段が前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原稿の読
み取りを中断するまでに前記読取手段で生成された画像データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像を、シ
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ート上に印刷する印刷手段と、
　他の画像処理装置と通信することにより、当該他の画像処理装置において原稿上の画像
を読み取って生成した画像データと、当該他の画像処理装置において前記シート上の画像
を読み取ることにより抽出された前記識別情報とを取得する取得手段と、
　前記記憶手段に記憶された画像データと前記取得手段により取得した画像データとを、
前記識別情報に基づいて結合する結合手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記入力手段は、前記読取手段が原稿の読み取りを中断したことにより読み取りが行わ
れなかった原稿を後で読み取るための前記中断指示と、原稿を後で読み取ることなく前記
読取手段による原稿の読み取りを中断する指示をそれぞれ受け付け、
　前記印刷手段は、前記読取手段が原稿の読み取りを中断したことにより読み取りが行わ
れなかった原稿を後で読み取るための前記中断指示を受け付けた場合に、前記シートを印
刷することを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記入力手段は、前記結合手段により生成された結合画像データの送信宛先を更に受け
付け、
　前記画像処理装置は、
　前記送信宛先に前記結合手段により生成された結合画像データを送信する送信手段を更
に有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　複数の画像処理装置を有し、原稿の画像を電子化する画像処理システムであって、
　第１の画像処理装置が、
　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第１の読取手段と、
　ユーザからの前記第１の読取手段による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手
段と、
　前記第１の読取手段が前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原
稿の読み取りを中断するまでに前記第１の読取手段で生成された画像データを記憶する第
１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶された画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像
を、シート上に印刷する印刷手段と、を有し、
　第２の画像処理装置が、
　前記シート上の画像または原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第２の読取
手段と、
　前記第２の読取手段により前記原稿上の画像を読み取って生成した画像データを記憶す
る第２の記憶手段と、
　前記第２の読取手段により読み取った前記シート上の画像から前記識別情報を抽出する
抽出手段と、
　前記第１の画像処理装置と通信することにより、前記第１の記憶手段に記憶された画像
データを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した画像データと前記第２の記憶手段に記憶された画像データ
とを、前記抽出手段で抽出した前記識別情報に基づいて結合する結合手段と、を有するこ
とを特徴とする画像処理システム。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記結合手段により生成された結合画像データの送信宛先を更に取得
し、
　前記第２の画像処理装置は、
　前記送信宛先に前記結合手段により生成された結合画像データを送信する送信手段を更
に有することを特徴とする請求項５に記載の画像処理システム。
【請求項７】
　画像読取装置により原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第１の読取工程と
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、
　ユーザからの前記第１の読取工程による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力工
程と、
　前記第１の読取工程で前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原
稿の読み取りを中断するまでに前記第１の読取工程で生成された画像データを記憶装置に
記憶する第１の記憶工程と、
　前記記憶装置に記憶された画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像を、シ
ート上に印刷する印刷工程と、
　画像読取装置により、前記シート上の画像を読み取り、かつ新たに原稿上の画像を読み
取って画像データを生成する第２の読取工程と、
　前記第２の読取工程で読み取った前記シート上の画像から前記識別情報を抽出する抽出
工程と、
　前記第２の読取工程で前記原稿上の画像を読み取って生成した画像データを記憶装置に
記憶する第２の記憶工程と、
　前記記憶装置に記憶されている、前記第１の読取工程で生成された画像データと前記第
２の読取工程で生成された画像データとを、前記抽出工程で抽出した前記識別情報に基づ
いて結合する結合工程と、を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項８】
　画像読取装置により原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第１の読取工程と
、
　ユーザからの前記第１の読取工程による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力工
程と、
　前記第１の読取工程で前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原
稿の読み取りを中断するまでに前記第１の読取工程で生成された画像データを記憶装置に
記憶する第１の記憶工程と、
　前記記憶装置に記憶された画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像を、シ
ート上に印刷する印刷工程と、
　他の画像処理装置と通信することにより、当該他の画像処理装置において原稿上の画像
を読み取って生成した画像データと、当該他の画像処理装置において前記シート上の画像
を読み取ることにより抽出された前記識別情報とを取得する取得工程と、
　前記記憶装置に記憶された画像データと前記取得工程で取得した画像データとを、前記
識別情報に基づいて結合する結合工程と、を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項９】
　複数の画像処理装置と通信可能な情報処理装置が原稿の画像を電子化する画像処理シス
テムであって、
　第１の画像処理装置が、
　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第１の読取手段と、
　ユーザからの前記第１の読取手段による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手
段と、
　前記第１の読取手段が前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原
稿の読み取りを中断するまでに前記第１の読取手段で生成された画像データを記憶する第
１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶された画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像
を、シート上に印刷する印刷手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶された画像データを前記情報処理装置へ送信する送信手段と
、を有し、
　第２の画像処理装置が、
　前記シート上の画像または原稿上の画像を読み取って画像データを生成する第２の読取
手段と、
　前記第２の読取手段により前記原稿上の画像を読み取って生成した画像データを記憶す



(4) JP 5264574 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

る第２の記憶手段と、
　前記第２の読取手段により読み取った前記シート上の画像から前記識別情報を抽出する
抽出手段と、
　前記第２の記憶手段に記憶された画像データと、前記抽出手段で抽出した前記識別情報
とを前記情報処理装置へ送信する送信手段と、を有し、
　前記情報処理装置が、
　前記第１の画像処理装置から前記第１の記憶手段に記憶されている画像データを取得し
、前記第２の画像処理装置から前記第２の記憶手段に記憶された画像データと前記識別情
報とを取得する取得手段と、
　前記取得手段により前記第１の画像処理装置及び前記第２の画像処理装置から取得した
各画像データを、前記識別情報に基づいて結合する結合手段と、を有することを特徴とす
る画像処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置で読み取った画像データを結合する画像処理装置、システム及
び画像処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが大量の原稿を複数の束に分割し、それぞれを、互いにネットワークを介して接
続された複数のスキャナで読み取り、それら読み取った画像データをサーバで結合するこ
とによって最終的な電子文書ファイルを得るという技術がある。この技術は、長時間スキ
ャナ等の機器を占有しないようにして大量の原稿を読み取る場合、或は部分的に入手した
原稿を逐次読み取って最終的に１つの電子ファイルを得る場合などに有効である。
【０００３】
　この技術では、予め文書の結合に関する情報を記載したカバーページによって、読み取
ったデータの結合を指示している（特許文献１）。また２台目のスキャナを指定しておく
ことにより、各スキャナからの画像データを自動的に結合するなどの方法が提案されてい
る（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２２４３６９号公報
【特許文献２】特開２００５－１７６１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上述した従来技術の前者では、予め原稿の束毎にカバーページを作成しな
ければならないため、例えば、当初は複数束に分割するつもりがなかった場合には対応で
きない。また後者の場合では、原稿を読み取るスキャナから別のスキャナを指定しなけれ
ばならず、ユーザにとって操作が煩雑になるという課題があった。
【０００６】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
【０００７】
　本発明の特徴は、複数枚の原稿を複数回に分けて読み取り、それらを結合する処理を容
易に実現できる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像処理装置は以下のような構成を備
える。即ち、　原稿上の画像を読み取って画像データを生成する読取手段と、ユーザから
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の前記読取手段による原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手段と、前記読取手段
が前記原稿の読み取りを開始してから前記中断指示に従って前記原稿の読み取りを中断す
るまでに前記読取手段で生成された第１の画像データを記憶する記憶手段と、前記記憶手
段に記憶された第１の画像データの識別情報を記述した読み取り可能な画像を、シート上
に印刷する印刷手段と、前記読取手段により読み取った前記シート上の画像から前記識別
情報を抽出する抽出手段と、前記記憶手段に記憶された前記第１の画像データと前記読取
手段により新たに原稿上の画像を読み取って生成した第２の画像データとを、前記抽出手
段で抽出した前記識別情報に基づいて結合する結合手段と、を有する。
　また、本発明の他の態様に係る画像処理装置は以下のような構成を備える。即ち、原稿
上の画像を読み取って画像データを生成する読取手段と、ユーザからの前記読取手段によ
る原稿の読み取りの中断指示を受け付ける入力手段と、前記読取手段が前記原稿の読み取
りを開始してから前記中断指示に従って前記原稿の読み取りを中断するまでに前記読取手
段で生成された画像データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された画像データ
の識別情報を記述した読み取り可能な画像を、シート上に印刷する印刷手段と、他の画像
処理装置と通信することにより、当該他の画像処理装置において原稿上の画像を読み取っ
て生成した画像データと、当該他の画像処理装置において前記シート上の画像を読み取る
ことにより抽出された前記識別情報とを取得する取得手段と、前記記憶手段に記憶された
画像データと前記取得手段により取得した画像データとを、前記識別情報に基づいて結合
する結合手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数枚の原稿を複数回に分けて読み取り、それらを結合する処理を容
易に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１に係る画像処理システムの構成を説明する図である。
【図２】本実施形態１のスキャナ１０の構成を説明するブロック図である。
【図３】本実施形態１に係るスキャナ１１の構成を説明するブロック図である。
【図４】本実施形態１に係るスキャナ１０の動作を説明するフローチャートである。
【図５】スキャナ１０のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図６】スキャンの中断指示を受付ける画面例を示す図である。
【図７】本実施形態１に係る仕切紙の一例を示す図である。
【図８】本実施形態１のスキャナ１１のスキャン処理を示すフローチャートである。
【図９】本実施形態１のスキャナ１０の動作を説明するフローチャートである。
【図１０】実施形態２のスキャナ１１の動作を説明するフローチャートである。
【図１１】本実施形態２のスキャナ１０の処理を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態３に係る画像処理システムの構成を説明する図である。
【図１３】本実施形態３の文書サーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図１４】本実施形態３のスキャナ１０の動作を説明するフローチャートである。
【図１５】本実施形態３のスキャナ１１の動作を説明するフローチャートである。
【図１６】本実施形態３に係る文書サーバの動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１２】
　［実施形態１］
　図１は、本発明の実施形態１に係る画像処理システム構成を説明する図である。
【００１３】



(6) JP 5264574 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　このシステムでは、スキャナ１０（第１の画像処理装置）とスキャナ１１（第２の画像
処理装置）とがネットワーク１２を介して相互に接続されている。ここでスキャナ１０は
、プリンタと一体型のスキャナであり、スキャナ１１は、原稿を読み取るスキャナ単体の
装置であるとするが、このような形態に限るものではない。
【００１４】
　図２は、本実施形態に係るスキャナ１０のハードウェア構成を説明するブロック図であ
る。
【００１５】
　ＣＰＵ２０１は、ハードディスク等の記憶部２０５からＲＡＭ２０２にロードされたプ
ログラムに従って、このスキャナ１０全体の動作を制御する。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２
０１による制御処理時にワークエリアを提供する。読取部（第１の読取部）２０３は、原
稿などの画像を読み取って、それに対応する画像データを生成する画像読取装置である。
読取部２０３は、自動原稿給送装置（原稿フィーダ）を有し、原稿フィーダにセットされ
た複数枚の原稿を順次給送させ、原稿上の画像を読み取ることができる。印刷部２０４は
、画像データを基にシートに画像を印刷する。記憶部２０５は、本実施形態に係るプログ
ラムや種々の設定情報などを記憶するＮＶＲＡＭ（ハードディスク等でもよい）を含んで
いる。また操作部２０６は、ユーザ（使用者、設置者含む）がコマンドの入力を行うのに
使用され、キーボードやポインティングデバイス、或はタッチパネル等を含んでいる。表
示部２０７は、ユーザへのメッセージやＵＩ（ユーザインターフェース）画面などを表示
する。通信部２０８は、ネットワーク１２を介して他の機器（画像処理装置等）と通信を
行う。尚、操作部２０６がタッチパネルを含む場合、操作部２０６と表示部２０７とは一
体に構成される。メインバス２０９は、ＣＰＵ２０１と上述した各部とを接続し、制御信
号やデータ等を伝送する。
【００１６】
　尚、本実施形態１では特に断らない限り、スキャナ１０では、ＣＰＵ２０１がメインバ
ス２０９を介してＲＡＭ２０２、読取部２０３、印刷部２０４、記憶部２０５、操作部２
０６、表示部２０７、通信部２０８を制御して本実施形態１に係る動作を実施する。
【００１７】
　図３は、本実施形態１に係るスキャナ１１のハードウェア構成を説明するブロック図で
ある。
【００１８】
　ＣＰＵ３０１は、ハードディスク等の記憶部３０４からＲＡＭ３０２にロードされたプ
ログラムに従って、このスキャナ１１全体の動作を制御する。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３
０１による制御処理時にワークエリアを提供する。読取部（第２の読取部）３０３は、原
稿などの画像を読み取って、それに対応する画像データを生成する画像読取装置である。
読取部３０３は、自動原稿給送装置（原稿フィーダ）を有し、原稿フィーダにセットされ
た複数枚の原稿を順次給送させ、原稿上の画像を読み取ることができる。記憶部３０４は
、本実施形態に係るプログラムや種々の設定情報などを記憶するＮＶＲＡＭ（ハードディ
スク等）を含んでいる。また操作部３０５は、ユーザ（使用者、設置者含む）がコマンド
の入力を行うのに使用され、キーボードやポインティングデバイス、或はタッチパネル等
を含んでいる。表示部３０６は、ユーザへのメッセージやＵＩ（ユーザインターフェース
）画面などを表示する。通信部３０７は、ネットワーク１２を介して他の機器（画像処理
装置等）と通信を行う。尚、操作部３０５がタッチパネルを含む場合、操作部３０５と表
示部３０６とは一体に構成される。メインバス３０８は、ＣＰＵ３０１と上述した各部と
を接続し、制御信号やデータ等を伝送する。
【００１９】
　尚、本実施形態１では特に断らない限り、スキャナ１１では、ＣＰＵ３０１がメインバ
ス３０８を介してＲＡＭ３０２、読取部３０３、記憶部３０４、操作部３０５、表示部３
０６、通信部３０７を制御して本実施形態１に係る動作を実施する。
【００２０】
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　図４は、本実施形態１に係るスキャナ１０によるスキャン実行時の動作を説明するフロ
ーチャートである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記憶部２０５から
ＲＡＭ２０２にロードされ、ＣＰＵ２０１の制御の下に実行される。
【００２１】
　この処理は、スキャナ１０がネットワーク１２に接続されて、処理が起動されることに
より開始される。先ずステップＳ１で、スキャナ１０は表示部２０７にスキャン送信に関
する設定を入力するためのＵＩ画面を表示する。
【００２２】
　図５は、スキャナ１０のＵＩ画面の一例を示す図である。
【００２３】
　ここでは設定項目の一例として、送信先を指定する「宛先」５０１、読み取り用の解像
度や色調などの読み取り条件を指定する「読取設定」５０２、送信する画像データのファ
イル形式を指定する「送信設定」５０３が含まれている。また仕切紙を印刷することを、
原稿の読み取り前にユーザが指定するための「分割」５０４等のボタンが含まれている。
尚、画像データの送信宛先として、スキャナ１０の記憶部２０５も含まれる。「スタート
」５０５は、処理の開始を指示するためのボタンである。
【００２４】
　次にステップＳ２に進み、ステップＳ１で表示したＵＩ画面に対するユーザの入力を操
作部２０６により受取る。尚、このときユーザ入力で設定された各設定内容は、記憶部２
０５に保存される。
【００２５】
　ステップＳ３では、「スタート」ボタン５０５が押下されたかを判断し、「スタート」
ボタンが指示されるとステップＳ４に進んで、原稿の読み取り（スキャン）を開始する。
そしてステップＳ５に進み、表示部２０７に中断指示を受け付けるためのＵＩ画面を表示
する。この表示は、スキャンが終了するまで表示部２０７に表示されたままとなる。
【００２６】
　図６は、スキャンの中断指示を受付ける画面例を示す図である。
【００２７】
　ここでの中断指示の一例として、通常の中断を指示する「中断」６０１、仕切紙を印刷
するための中断を指示する「後でスキャンする」６０２がある。
【００２８】
　図５及び図６に示すＵＩ画面により、原稿をセットしてスキャンを開始する前にユーザ
が、複数枚の原稿を複数束に分割することが分かっている場合と、途中で原稿を分割して
スキャンすることにした場合に対応することができる。
【００２９】
　次にステップＳ６に進み、図６の画面でユーザが操作部２０６から中断指示を入力した
かどうか判定する。中断指示を受け付けた場合は、中断指示が通常の中断か、或は仕切紙
を印刷するための中断かを記憶部２０５に保存してからステップＳ９に進む。中断指示を
受け付けていない場合はステップＳ７に進み、読取部２０３の原稿フィーダに原稿が残っ
ているか、または操作部２０６への読込終了の指示がないかどうかを判定する。原稿フィ
ーダに原稿が残っていない場合、或は、読込の終了指示が入力されるとステップＳ９に進
む。そうでない場合はステップＳ８に進んで、スキャナ１０は記憶部２０５の読取設定に
従って、読取部２０３で原稿を読み取って記憶部２０５に保存してステップＳ６に進む。
【００３０】
　ステップＳ６で中断指示を受付けたか、或はステップＳ７でスキャンの終了であると判
定するとステップＳ９に進む。ステップＳ９では、仕切紙を印刷するかどうかを、記憶部
２０５に保存されているユーザ入力による設定及び中断指示により判定する。ここで仕切
紙を印刷しないと判定した場合はステップＳ１３に進み、それまでに読み取って記憶部２
０５に記憶されている画像データに対して、設定に従った画像処理を行う。そして記憶部
２０５から送信宛先、送信設定を読み出し、その送信宛先へ通信部２０８を介して送信し
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て、このスキャン処理を終了する。
【００３１】
　一方ステップＳ９で、仕切紙の印刷を行うと判定した場合はステップＳ１０に進み、そ
れまでに読み取って記憶部２０５に保存している画像データを、前半画像として記憶部２
０５に保存する。次にステップＳ１１に進み、印刷部２０４を使用して仕切紙を印刷する
。
【００３２】
　図７は、本実施形態１で印刷される仕切紙の一例を示す図である。
【００３３】
　この仕切紙には二次元バーコード等の埋め込み技術により埋め込み情報７０１が埋め込
まれている。この埋め込み情報７０１には、前半画像を保存した装置（ここではスキャナ
１０）の識別子（例えば、ＩＰアドレス）と、前半画像の識別子（例えば、ＵＵＩＤ）が
含まれている。また、分割した後半の原稿の束をスキャンする際に、ページ数の間違いを
少なくするために、この埋め込み情報７０１には、前半画像のページ数の情報や、原稿に
印刷されているページ数を文字認識したページ情報を追加しても良い。また、この埋め込
み情報７０１に、後半の原稿のスキャン時に細かな設定の手間を省くために、記憶部２０
５の読込設定の情報を追加しても良い。また付加情報７０２として、ユーザの後半の原稿
のページ数の間違いをより少なくするために、前半画像の最終ページのサムネイルや、前
半画像の最終ページ番号を追加しても良い。こうして仕切紙の印刷が完了するとステップ
Ｓ１２に進み、記憶部２０５に記憶されている前半画像に送信宛先（記憶部２０５の記憶
場所）、送信設定を結びつけて、この処理を終了する。なお、前半画像の記憶場所は、送
信宛先として設定された記憶場所に限らず、記憶部２０５や他の記憶装置の一時的な記憶
場所としてもよい。
【００３４】
　図８は、本実施形態１に係るスキャナ１１におけるスキャン処理を説明するフローチャ
ートである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記憶部３０４からＲＡＭ
３０２にロードされ、ＣＰＵ３０１の制御の下に実行される。
【００３５】
　この処理は、スキャナ１１がネットワーク１２に接続されて、処理が起動されることに
より開始される。先ずステップＳ２１で、スキャナ１１は表示部３０６にスキャン送信に
関する設定を入力するためのＵＩ画面を表示する。
【００３６】
　ここでは設定項目の一例として、送信先を指定する「宛先」、解像度や色調などを指示
する「読取設定」、ファイル形式を指示する「送信設定」」が挙げられる。このステップ
Ｓ２１では、仕切紙によって「宛先」や「読取設定」の入力が不要である。このときのＵ
Ｉ画面例は、例えば図５の例で、「分割」ボタン５０４を除いたものとなる。次にステッ
プＳ２２で、ユーザの入力と送信開始指示を操作部３０５から受け付ける。このとき、ユ
ーザが何らかの設定をしていると、これら設定内容は記憶部３０４に保存される。
【００３７】
　次にステップＳ２３で、スキャン実行を受け付けるとステップＳ２４に進み、読取部３
０３に仕切紙がセットされているかどうかを判定する。この仕切紙を用いることにより、
ユーザは仕切紙３００に印刷された前半画像の最終ページのサムネイルや、ページ数（３
０２）をチェックすることで、後半の原稿をページ数の間違いを減少することができる。
【００３８】
　ステップＳ２４で、仕切紙があると判定するとステップＳ２５に進み、そうでないとき
はステップＳ２６に進む。ステップＳ２５では、読取部３０３により仕切紙を読み取って
、そこに記述されている埋め込み情報７０１を抽出して記憶部３０４に保存する。
【００３９】
　次にステップＳ２６に進み、読取部３０３の原稿フィーダに原稿が残っているか、或は
、操作部３０５により読込終了の指示が入力されたかどうかを判定する。ここで原稿フィ



(9) JP 5264574 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

ーダに原稿が残っていない場合、或は、読込の終了指示がある場合はステップＳ２８に進
むが、そうでない場合はステップＳ２７に進む。ステップＳ２７では、記憶部３０４の読
取設定に従って、読取部３０３により原稿を読み取って記憶部３０４に保存する。この場
合の読込設定は、ステップＳ２２で受け付けた読取設定であっても、ステップＳ２５で仕
切紙の埋め込み情報７０１から抽出した読取設定であっても良い。このとき、仕切紙の埋
め込み情報７０１から抽出していれば、ステップＳ２２での読取設定が不要となり、ユー
ザの操作が簡略化される。またステップＳ２７における画像の読み取り、埋め込み情報７
０１から抽出した前半画像のページ情報から、後半の原稿のページ数が正しいかどうか判
定しても良い。これにより、後半の原稿をページ数の間違いを減少することができる。こ
の判定により、後半の原稿のスキャン時に前半の原稿もまとめてセットし、前半の原稿だ
け読み飛ばすようにもできる。また、後半の原稿に印刷されているページ数を文字認識し
て、既に読み取った前半の原稿と、これから読み取る後半の原稿とを判別しても良い。
【００４０】
　次にステップＳ２８に進み、記憶部３０４に仕切紙から抽出した情報が記憶されている
かどうかを判定する。ここで抽出した情報が記憶されていると判断した場合はステップＳ
２９に進み、そうでない場合はステップＳ３１に進む。ステップＳ３１では、記憶部３０
４に記憶されている送信宛先へ、その読み取った読込画像を通信装置２７を介して送信す
る（通常のスキャン処理）。そしてこの処理を終了する。
【００４１】
　一方、ステップＳ２８で、抽出情報があると判断した場合はステップＳ２９に進み、ス
テップＳ２７で記憶部３０４に保存した読み取り画像を、後半画像として記憶部３０４に
保存する。その後、ステップＳ３０に進み、後半画像と、抽出情報の中の前半画像の識別
子を、前半画像を保存した装置（ここではスキャナ１０）へ通信部３０７を介して送信す
る。例えば、スキャナ１０のＩＰアドレスへ送信する。そして、この処理を終了する。こ
れにより、仕切紙で区切られた後半の原稿束の画像データがスキャナ１０に送られて、ス
キャナ１０に記憶されている前半の原稿束の画像データとの結合が可能になる。
【００４２】
　図９は、本実施形態に係るスキャナ１０における画像の結合時の動作を説明するフロー
チャートである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記憶部２０５からＲ
ＡＭ２０２にロードされ、ＣＰＵ２０１の制御の下に実行される。
【００４３】
　先ずステップＳ４１で、スキャナ１１から送信される後半画像と前半画像の識別子を通
信部２０８により受信する。次にステップＳ４２で、記憶部２０５に記憶している前半画
像と、ステップＳ４１で受信した後半画像とを結合し、前半画像とともに記憶されていた
送信設定に従って結合画像に電子化する。次にステップＳ４３に進み、その結合した画像
を前半画像で設定されていた送信宛先へ通信部２０８により送信して、この処理を終了す
る。
【００４４】
　このようにしてスキャナ１０で読み取った前半の原稿の画像データと、スキャナ１１で
読み取った後半の原稿の画像データとを結合した画像ファイルを得ることができ、その画
像ファイルを、指定された送信先に送信することができる。
【００４５】
　尚、本実施形態１においては、スキャナ１０とスキャナ１１はそれぞれ異なる機能を有
している場合で説明したが、スキャナ１１はスキャナ１０と同じ機能を有しても良い。
【００４６】
　［実施形態２］
　次に本発明の実施形態２について説明する。実施形態１ではスキャナ１０が前半画像と
後半画像の結合を行っていた。これに対して本実施形態２では、後半画像をスキャンする
スキャナ１１が前半画像と後半画像とを結合し、予め設定されている送信設定に従って、
指定された送信先にその結合画像を送信する。
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【００４７】
　図１０は、本発明の実施形態２に係るスキャナ１１のスキャン実行時の動作を説明する
フローチャートである。尚、この実施形態２に係るシステム構成、及びスキャナ１０，１
１の構成は前述の実施形態１と同じであるため、その説明を省略する。
【００４８】
　図１０において、ステップＳ２１～ステップＳ２９及びステップＳ３１の処理は、前述
の実施形態１の図８と同じであるため、その説明を省略する。
【００４９】
　ステップＳ２９における後半画像の読み込みと保存処理が完了するとステップＳ３２に
進み、スキャナ１０から前半画像と、前半画像に関連付けられている送信設定、送信宛先
を通信部３０７により取得する。ここでは、仕切紙から読み取って記憶部３０４に記憶し
ている埋め込み情報７０１に基づいて、スキャナ１０のＩＰアドレス、前半画像のＵＵＩ
Ｄを特定することにより、これら情報をスキャナ１０から取得できる。次にステップＳ３
３に進み、ステップＳ３２で受信した前半画像と、ステップＳ２７で記憶部３０４に記憶
した後半画像とを結合し、前半画像に関連付けて記憶されていた送信設定に従って結合画
像を電子化する。その後ステップＳ３４に進み、その結合画像を、前半画像に関連付けて
記憶されていた送信宛先へ通信部３０７により、この処理を終了する。
【００５０】
　図１１は、本実施形態２に係るスキャナ１０における処理を説明するフローチャートで
ある。これは図１０のステップＳ３２で、スキャナ１１がスキャナ１０から前半画像を取
得する場合の処理を示している。
【００５１】
　まずステップＳ５１で、スキャナ１１から記憶部２０５に保存している前半画像の取得
要求を通信部２０８により受信する。次にステップＳ５２に進み、記憶部２０５に記憶し
ている前半画像と、その前半画像に関連付けられている送信設定、送信宛先をスキャナ１
１へ通信部２０８により送信して、この処理を終了する。
【００５２】
　本実施形態２によれば、スキャナ１０で読み取った前半の原稿の画像データと、スキャ
ナ１１で読み取った後半の原稿の画像データとを、スキャナ１１で結合した画像ファイル
を得ることができ、その画像ファイルを、指定された送信先に送信することができる。
【００５３】
　尚、本実施形態２においても、スキャナ１１はスキャナ１０と同じ機能を有しても良い
。
【００５４】
　［実施形態３］
　次に本発明の実施形態３について説明する。この実施形態３の画像処理システムでは、
更に文書サーバ１３を備え、この文書サーバ１３で前半文書と後半文書の結合、及びその
保存処理を実行する。
【００５５】
　図１２は、本発明の実施形態３に係る画像処理システムの構成を説明する図である。
【００５６】
　スキャナ１０，１１と文書サーバ１３がネットワーク１２を介して接続されている。こ
こでスキャナ１０，１１は、前述の実施形態１のスキャナ１０，１１と同じ構成であると
する。
【００５７】
　図１３は、本実施形態３に係る文書サーバ１３のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【００５８】
　ＣＰＵ１３０１は、ハードディスク等の記憶部１３０３からＲＡＭ１３０２にロードさ
れたプログラムに従って、この文書サーバ１３全体の動作を制御する。ＲＡＭ１３０２は
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、ＣＰＵ１３０１による制御処理時にワークエリアを提供する。記憶部１３０３は、本実
施形態に係るプログラムや種々の設定情報などを記憶するＮＶＲＡＭ（ハードディスク等
）を含んでいる。また操作部１３０４は、ユーザ（使用者、設置者含む）がコマンドの入
力を行うのに使用され、キーボードやポインティングデバイス、或はタッチパネル等を含
んでいる。表示部１３０５は、ユーザへのメッセージやＵＩ（ユーザインターフェース）
画面などを表示する。通信部１３０６は、ネットワーク１２を介して他の機器（画像処理
装置等）と通信を行う。尚、操作部１３０４がタッチパネルを含む場合、操作部１３０４
と表示部１３０５とは一体に構成される。メインバス１３０７は、ＣＰＵ１３０１と上述
した各部とを接続し、制御信号やデータ等を伝送する。
【００５９】
　図１４は、本実施形態３に係るスキャナ１０のスキャン実行時の動作を説明するフロー
チャートである。ステップＳ１～ステップＳ１０、ステップＳ１３の動作は、前述の実施
形態１の図４のステップＳ１～ステップＳ１０、ステップＳ１３の動作と同様であるため
同じ記号を付して説明を省略する。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記
憶部２０５からＲＡＭ２０２にロードされ、ＣＰＵ２０１の制御の下に実行される。
【００６０】
　ステップＳ１０で、それまでに読み取った画像データを前半画像として記憶部２０５に
記憶した後ステップＳ６１に進み、記憶部２０５に記憶している前半画像と、その送信設
定、送信宛先へ通信部２０８により送信する。このとき同時に、スキャナ１０は送信宛先
の装置に記憶する前半画像の識別子（例えば、ＵＵＩＤ）を取得する。次にステップＳ６
２に進み、仕切紙を印刷部２０４で印刷して、この処理を終了する。尚、このステップＳ
６２の仕切紙の印刷処理は、図４のステップＳ１１の印刷処理と同じであるため、その説
明を省略する。
【００６１】
　尚、本実施形態３では、前半画像の保存場所の識別子は、送信宛先の識別子（例えば、
文書サーバ１３のＩＰアドレス）となる。
【００６２】
　図１５は、本実施形態３に係るスキャナ１１のスキャン実行時の動作を説明するフロー
チャートである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記憶部３０４からＲ
ＡＭ３０２にロードされ、ＣＰＵ３０１の制御の下に実行される。
【００６３】
　ステップＳ２１～ステップＳ２９、ステップＳ３１の動作は、前述の実施形態１の図８
の動作と同様であるため同じ記号を付し、その説明を省略する。
【００６４】
　ステップＳ２９で、それまで読み取った画像データを後半画像として保存した後、ステ
ップＳ７１で、後半画像と、仕切紙から抽出した埋め込み情報に含まれている前半画像の
識別子を、その前半画像を保存している装置へ通信部３０７により送信する。そして、こ
の処理を終了する。ここでは例えば文書サーバ１３のＩＰアドレスへ送信する。
【００６５】
　図１６は、本実施形態３に係る文書サーバによる画像の結合時の動作を説明するフロー
チャートである。尚、この処理を実行するプログラムは、実行時には記憶部１３０３から
ＲＡＭ１３０２にロードされ、ＣＰＵ１３０１の制御の下に実行される。
【００６６】
　ステップＳ８１で、スキャナ１０又はスキャナ１１からの前半画像と送信設定、或は後
半画像を通信部１３０６によって受信し、記憶部１３０３に保存する。受信が完了すると
ステップＳ８２に進み、記憶部１３０３に前半画像、送信設定及び後半画像が保存されて
いるかどうかを判定する。ステップＳ８２で、これら全てが保存されていると判定した場
合はステップＳ８３に進み、保存されていないと判定した場合は再びステップＳ８１に戻
る。ステップＳ８３では、ＲＡＭ１３０２上で前半画像と後半画像とを結合し、その前半
画像に関連付けられた送信設定に従って結合画像の電子化を行って記憶部１３０３に保存
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する。
【００６７】
　尚、本実施形態３においても、スキャナ１１はスキャナ１０と同じ機能を有しても良い
。
【００６８】
　以上説明したように本実施形態３によれば、更に文書サーバ１３をネットワークに接続
し、この文書サーバ１３で前半文書と後半文書を結合して、その結合した画像を、指定さ
れた送信宛先に送信することができる。
【００６９】
　尚、以上の説明では、前半文書の原稿を読み取るスキャナと後半文書の原稿を読み取る
スキャナとを別の装置としたが、同一のスキャナであっても構わない。また、仕切紙の印
刷は、スキャナとは別に設けた印刷装置であっても構わない。

【図１】

【図２】

【図３】
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